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（１）アジア金融連携センターの設置について 

 

金融庁では、平成 26 年 4 月 30 日に、アジア金融連携センター (Asian Financial 

PArtnership Center : AFPAC) を設置しました。 

アジア金融連携センターは、アジア諸国の金融規制当局との連携・協力を深め、（１）国際

的な金融規制改革等におけるアジアからの発信力を強化するとともに、（２）日本企業・金融

機関のアジアにおける円滑な事業展開に貢献していくことを目的としています。また、（３）

アジアの金融・資本市場に係る諸課題や体系的な技術協力の在り方についても検討を行い、そ

の成果をアジアの金融インフラ整備支援に活かしていくことを目指しています。 

具体的には、アジア諸国の金融当局者を研究員として招へいし、 

・バーゼルⅢ、店頭デリバティブ規制等の国際的な金融規制改革が、アジアの金融・資

本市場に与える影響をどう考えるか 

・アジア各国における金融・資本市場に係る諸課題やその今後のあり方、例えば、各国

における証券市場の振興策や今後の規制・監督のあり方はどうあるべきか 

・日本をはじめとする各国の金融機関や取引所等が、それぞれリスク管理能力や取引シ

ステムといった長所を活かし、どのようにアジア全体として成長を目指す金融インフ

ラを整備していくか 

といったことについて検討を行う予定です。 

また、研究員を中心にこれらの課題について議論する国際会議・セミナーを開催し、アジア

に関係する市場関係者及び金融規制当局者を広く招き、これらの課題についての知見の向上と

各国当局との連携強化を図ります。これらの成果を金融庁における国際金融規制改革等に関す

る意見の形成や日本政府のアジア諸国に対する金融インフラ整備支援などに活かしていくこと

を目指します。 

金融庁としては、このような取組みを通じて、東京を拠点としてアジア諸国の金融当局間の

連携協力を強化するとともに、アジア諸国における金融インフラ整備の支援や専門人材の育成

等により、アジア地域の金融機能の強化に貢献してまいります。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「国際関係」の中の「国際関係情報（その他）」から

「アジア金融連携センターの設置」について（平成 26 年 4 月 30 日）にアクセスしてく

ださい。 

 

 

（２）平成 25 年度補正予算、平成 26 年度予算の早期実施に伴う金融の円

滑化について 

 

政府は、景気の下振れリスクに適切に対応し、足元の景気回復を持続的な経済成長につなげ

ていくため、4月からの消費税率引き上げに伴う反動減対策等として、平成 25年度補正予算

及び平成 26年度予算の早期の実施に取り組むこととされています。また、地方自治体や関係

トピックス 
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機関においても、同様に早期の予算実施が図られるよう要請されています。 

こうした予算の早期実施に伴い、国・地方の公共工事や、その他の事業等に関して、中小企

業等においても、その事業実施のための資金等を確保する必要性が高まることが見込まれてお

ります。金融機関においては、こうした資金需要に適切に対応し、さらに一層、金融仲介機能

を発揮して、中小企業・小規模事業者に対する新規融資を含む積極的な資金供給等の支援に取

り組むよう求められているところです。 

このため、平成 26年 4月 11日に、金融庁は、金融機関関係団体等に対し、平成 25年度補

正予算、平成 26年度予算の早期実施に伴う金融の円滑化について、書面で要請を行うととも

に、当該要請文を公表し、要請内容の周知徹底を図りました。 

 

【要請先】 

全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、信託協会、全国信用金庫協会、全

国信用組合中央協会、農林中央金庫 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成 25

年度補正予算、平成 26年度予算の早期実施に伴う金融の円滑化について」（平成 26年

4月 11日）にアクセスしてください。 

 

 

（３）専門人材の活用に係る参考事例集について 

 

金融庁では、平成 25事務年度の監督方針を平成 25年 9月 6日に公表し、金融機関に求めら

れる役割としてデフレ脱却のため成長分野などへの積極的な資金供給、中小企業の経営改善・

体質強化の支援の本格化といった点を明確化し、監督重点分野として「成長可能性を重視した

金融機関の新規融資の取組みの促進」、「中小企業に対する経営改善支援等」を掲げ、金融機

関に対して積極的な取組みを促しているところです。 

金融機関による中小企業等に対する経営支援の促進の観点から、金融庁では、専門人材の活

用事例等を取りまとめた事例集を公表しました。 

金融機関においては、本事例集を参考にして専門人材を積極的に活用していただくことを期

待するとともに、金融機関以外の経営支援の担い手の方々においても経営支援等にあたっての

一助にしていただくことに加え、中小企業等の経営者の方々においても自らの事業拡大や経営

改善等の取組みの参考としていただくものです。 

 

＜掲載事例＞ 

  本事例集は、「ものづくり支援」、「販路拡大支援」、「海外展開支援」、「創業支援」、「全般的

な経営支援」の５項目で構成されております。 

 

１．ものづくり支援（６事例） 

○生産性や技術力向上にあたって、現場指導ができる大手製造業ＯＢの技術者等を活用する

事例 

２．販路拡大支援（６事例）  

○ビジネスマッチングにあたって、大手企業ＯＢや地元出身の現役経営者等を活用した事例 

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140411-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140411-1.html
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○製品ブランド化にあたって、マーケティング専門家等を活用した事例 

３．海外展開支援（３事例）  

○海外現地パートナー企業や海外工業団地の紹介にあたって、商社ＯＢを活用した事例 

４．創業支援（３事例）  

○商工団体、金融機関や専門家をネットワーク化し、課題を解決している事例 

５．全般的な経営支援（11事例）  

○中小企業の抱える経営課題に応じて、地元企業ＯＢ等を専門家として派遣している事例 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「専門人材の

活用に係る参考事例集」の公表について」（平成 26 年 4 月 25 日）にアクセスしてください。 

 

 

（４）「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平

成 26年 1月 1日～同年 3月 31日） 

 

金融サービス利用者相談室（以下、「相談室」という。）に寄せられた利用者からの相談件数

や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成 26 年 1 月 1 日

から同年 3月 31日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。 

 

１．平成 26年 1月 1日から同年 3月 31日までの間（以下、「今期」という。）に、9,878件の

相談等が寄せられています。1 日当たりの受付件数は平均 170 件となっており、平成 25 年

10 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間（以下、「前期」という。）の実績 168 件とほぼ同水

準となっています。 

 

２．分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数 3,416 件（構成比

34％）、保険商品等に関する相談等の受付件数 2,742 件（同 28％）、投資商品等に関する相

談等の受付件数 2,626 件(同 27％)、貸金等に関する相談等の受付件数 738 件（同 7％）、金

融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数 356件（同 4％）となっています。 

 

３．分野別の特徴等について 

（１）預金・融資等については、前期の実績とほぼ同水準となっています。 

（２）保険商品等については、前期の実績とほぼ同水準となっています。 

（３）投資商品等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期

に比べて、やや減少しています。 

（４）貸金等については、業者の態勢・各種事務手続に関する相談等が減少したことから、前

期に比べて、やや減少しています。 

 

４．なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から

検査・監督上の参考として活用しています。 

今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査にお

ける検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用してい

ます。 

（１）預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するも 

http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140425-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140425-3.html
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   の 

（２）預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの 

（３）預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの 

（４）いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの 

（５）預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの 

（６）保険会社の保険金等の支払いに関するもの 

（７）保険募集人等の不適正な行為（重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・ 

対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等）に関するもの 

（８）貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの 

（９）貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの 

（10）システム障害に関するもの 

（11）無登録営業に関するもの 

（12）金融商品取引業者の不適正な行為（ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、 

高齢者に対する不適正な勧誘）に関するもの 

（13）金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するも 

   の 

（14）いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの 

 

前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。 

・監督において行った 244 金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられ

た情報を参考としています。 

・金融庁が着手した 31 金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考とし

ています。 

 

５．利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等 

寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下 

のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますの

で、ご参照ください。 

（１）預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等 

「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」 

「本人確認に関する相談等」 

「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」 

「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」 

「特約付定期預金等に関する相談等」 

「融資に関する相談等」 

（２）保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「保険内容の顧客説明に関する相談等」 

「告知義務に関する相談等」 

「保険契約に関する相談等」 

「保険金の支払に関する相談等」 

「少額短期保険業者に関する相談など」 

「保険契約者の保護に関する相談等」 

（３）投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「金融商品の購入に関する相談等」 
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「投資信託の購入に関する相談等」 

「外国為替証拠金取引に関する相談等」 

「未公開株式の取引に関する相談等」 

「自社発行未公開株に関する相談等」 

「ファンドに関する相談等」 

「金融商品取引業者（旧証券取引法上の証券会社）との取引に関する相談等」 

「金融商品取引業の登録に関する相談等」 

「株券の電子化に関する相談等」 

「投資者保護制度に関する相談等」 

「社債に関する相談等」 

（４）貸金等に関する相談事例及びアドバイス等 

「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」 

「強引な取立てに関する相談等」 

「取引履歴の開示に関する相談等」 

「返済条件の変更に関する相談等」 

「金利引下げに関する相談等」 

「総量規制に関する相談等」 

「都道府県登録業者に関する相談等」 

「完済後の書面交付に関する相談等」 

 

金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想さ

せる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった

場合には、 

・金融庁金融サービス利用者相談室 

０５７０－０１６８１１（ナビダイヤル）、ＩＰ 電話からは０３－５２５１－６８１１ 

・証券取引等監視委員会の情報受付窓口 

０３－３５８１－９９０９ 

に情報提供をお願いいたします。 

その他、金融庁ウェブサイト（「金融の仕組みや金融商品などの解説」）では、金融サービス

を利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。 

  

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融サービ

ス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成 26年 1月 1日～同年 3月 31

日）（平成 26年 4月 30日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/index.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20140430.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20140430.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20140430.html
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一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、

考えられません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わら

ないようにしてください。 

法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融

庁（財務局）の登録・届出を受けた業者に限られます。 

↓ 

・これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らな

いようにしてください。 

・ただし、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力

等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場

合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解した上で、

投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話等により、投資に関して情報提供やアド

バイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘は、いわゆる劇場型の投資詐欺等であり、絶対に関わらないよう

にしてください。 

   

 

 

（１）その「もうけ話」、大丈夫ですか？  詐欺的な投資勧誘にご注意を！ 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれ

もご注意ください！ 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお

勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんご注意ください！ ＆ 情報提供のお願い 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等に関するご注意  
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不審な勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供下さい。 

 

 

（２）皆様からの情報提供が市場を守ります！ 

（イ）情報提供窓口 

証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、「相場

操縦」や「内部者取引」、「風説の流布」といった個別銘柄に関する情報、「有価証券報告書

等の虚偽記載」や「疑わしいファイナンス」といった発行体に関する情報、「金融商品取引

業者による不正行為等」に関する情報、「疑わしい金融商品・ファンドなどの募集」に関す

る情報など、市場において不正が疑われるような情報の提供を電話や郵送、ＦＡＸ、イン

ターネット等により受け付けています。寄せられた情報は、各種調査・検査や日常的な市

場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。 

（注）個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応していませんので、ご了承ください。 

◆証券取引等監視委員会 情報提供窓口 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

直 通：03－3581－9909（情報提供窓口直通） 

代 表：03－3506－6000（内線3091、3093） 

ＦＡＸ：03－5251－2136 

郵送（共通）：〒100－8922 

東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第7号館 

 

 

 

 

 

◆金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日10時～17時） 

電話（ナビダイヤル）：0570－016811 

※ＩＰ電話からは、03－5251－6811におかけください。 

ＦＡＸ：03－3506－6699 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 

の登録を受けているかを確認できます。 

        ↓ 

免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保証されているものではありません。 

・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

  ・詳細は下記ウェブサイトにアクセスしてください。 

        ↓ 

詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
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（ロ）年金運用ホットライン 

平成 24 年 4 月より、年金運用の分野に関し、実名で情報提供いただける方を対象とする

専用の窓口（年金運用ホットライン）を設置し、投資運用業者による疑わしい運用等の情

報等、幅広い情報の収集に努めています。特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の

専門家」が対応いたします。これら専用の窓口も、是非ご利用下さい。 

◆証券取引等監視委員会 年金運用ホットライン 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm 

直 通：03－3506－6627 

電子メール：pension-hotline@fsa.go.jp 

 

 

（ハ）公益通報・相談窓口 

公益通報者保護法の公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の対応も行っ

ています。 

◆証券取引等監視委員会 公益通報・相談窓口 

http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm 

直 通：03－3581－9854 

ＦＡＸ：03－5251－2198 

電子メール：koueki-tsuho.sesc@fsa.go.jp 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm
mailto:pension-hotline@fsa.go.jp
http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm
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このコーナーは、平成 26 年 4 月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲

載しています。なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は、金融庁ウェブ

サイトのアクセス数の多いページ（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

○ 金融庁（及び財務局等）が検査実施中の金融機関 

 

○ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 

 

○ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について 

 

○ 公認会計士の懲戒処分について 

 

○ 「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正（案）

に対するパブリックコメントの結果等について  

 

○ 「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表につい

て 

 

○ 平成 25 年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る銀行法施行規則等の改正案に

対するパブリックコメントの結果等について 

 

○ 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について（平成 26年３月期版） 

 

○ 平成 25 年金融商品取引法等改正（１年半以内施行）等に係る政令・内閣府令案等の公表

について  

 

○ 「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものに

ついての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となる

べき係数の水準（平成八年大蔵省告示第四十八号）の一部を改正する件（案）」の公表に

ついて 

 

 

 

 

金融庁ウェブサイトへのアクセスランキング 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140326-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140326-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140403-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140331-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140331-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140411-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140411-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140331-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140331-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140331-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140425-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140425-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140401-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140401-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140401-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140401-3.html
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（１）中小企業等金融円滑化相談窓口 

各財務局・財務事務所に中小企業等金融円滑化相談窓口を設置しました。どうぞご遠慮なく、

ご相談ください。 

●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。 

１．中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応 

２．借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと 

３．経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容 

●各財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたし

ます。また、助言等も積極的に行います。 

●ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。 

《受付時間》 

平日 9時～16時 

 

※お問い合わせ先については、「ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ！～中小企業

等金融円滑化相談窓口のご案内～」にアクセスしてください。 

 

 

 

（２）東日本大震災関連情報 

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 

 

◆金融庁ウェブサイト 

「東日本大震災関連情報」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 

「金融機関等の相談窓口一覧」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

◆金融庁携帯サイト 

 「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
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（３）メール配信サービスのお知らせ 

金融庁、証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会の各ウェブサイトでは、メール配

信サービス（日本語版・英語版）を行っています。 

メールアドレスを登録していただきますと、 

○ 金融庁からは、毎月発行しているアクセスＦＳＡや、日々発表される各種報道発表など、 

○ 証券取引等監視委員会からは、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報や、証券

取引等監視委員会の問題意識等のメッセージなど、 

○ 公認会計士・監査審査会からは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの新着情報など 

が、登録いただいたメールアドレスに配信されます。 

御希望の方は、この機会に下記からアクセスして登録してください！ 

 

 日本語版 英語版 

金融庁 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

証券取引等監視委員会 「メールマガジン配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

公認会計士・監査審査会 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
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